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【ポイント】
○ 少年の非行対策に関する初めての総合的な評価
○ 少年の非行対策を「不良行為少年への対応」などの主要な六つの施策群に整理し､評価

→ ３施策群は、国全体としては効果を発現しているとは推測できない状況､２施策群
は､一定の効果を発現していると推測できる状況｡いずれにおいても施策実施上の課題
あり(Ｐ２～７参照)

○ 国･地方で少年非行対策に従事する実務者１万人にアンケート調査実施

平成19年１月30日



「青少年育成施策大綱」（平成15年
12月９日青少年育成推進本部決定）等
で総合的かつ効果的に取り組むことと
されている少年の非行対策

評価の対象

○ 関係５府省
内閣府、国家公安委員会・警察庁、

法務省、文部科学省、厚生労働省

○ 26都道府県
北海道、宮城県、岩手県、山形県、

埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、

新潟県、山梨県、愛知県、石川県、

三重県、大阪府、福井県、京都府、

奈良県、和歌山県、広島県、

鳥取県、香川県、徳島県、福岡県、

大分県、宮崎県、沖縄県

○ 都道府県警察
○ 都道府県教育委員会
○ 市町村
○ 市町村教育委員会
○ 小・中・高等学校
○ 関係団体等

評価の対象等

１

関係行政機関による少年の非行対策
について、総体としてどの程度効果を
上げているかなどの総合的な観点から
評価

評価の観点

調査対象

少年の非行対策は、少年による非行（再非行）を防止し、非行少年(注1)を減少さ

せること等により、次代を担う青少年の健全な育成につなげるという目的・目標を実

現するために実施されているものと考えられることから、本評価では、非行少年の減

少という政策効果に着目して、次の手法により把握・分析

① 把握可能で、非行少年の増減の傾向を示すものに最も近いと考えられる少年人口1,000

人当たり（以下「人口比」という。）の検挙・補導人員等を、政策効果を表す指標とし

て使用

施策群ごとに設定した指標について、非行少年の検挙･補導人員が近年最も少なく、

増加に転じる直近の平成12年を基準に17年までの期間の全国及び調査対象26都道府県で

把握できた指標の増減を測定して、定量的に評価

② 施策群ごとに、以下の分析により課題等を導出

・ 各指標の罪種別、学職別(注2)の動向

・ 当省が実施した実務者(注3)に対するアンケート調査

・ 当省の実地調査結果（調査対象都道府県における取組事例）等

※ なお、「サポートチームによる連携」は、効果を表す指標を設定できず、施策群全体

としての効果を定量的に把握・分析することができなかった。

施策群の整理

政策効果の把握手法

少年の非行対策は、関係施策が多岐にわたるため、今回の評価に当たり、施策の対

象や目的に着目し、少年の非行対策全体を６施策群に整理
①不良行為少年への対応、②いじめ・校内暴力に起因する非行の防止対策、③初発型非行（注1）の

の防止対策、④薬物乱用防止対策、⑤再非行（再犯）の防止対策、⑥サポートチーム(注2)による連携

総務省

(注)1 ｢非行少年｣とは、少年法（昭和23年法律第168号）に規定されている次の①から③までの総称である。
① 犯罪少年（14歳以上20歳未満の刑法犯少年及び特別法犯少年）
② 触法少年（刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年）
③ ぐ犯少年（保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の事由があって、その性格又は
環境から判断して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年）

2  ｢学職別｣とは､小･中･高の児童･生徒､大学生等､それ以外の有職少年及び無職少年の別である｡
3 ｢実務者｣とは、国、都道府県、市町村等の行政機関等で少年の非行対策に携わっている者である｡

(注)1 「初発型非行」とは、万引き、オートバイ盗、自転車盗及び占有離脱物横領（放置自転車盗等）をいい、
これらは、動機が単純で容易に行われ、本格的な他の非行への入口になりやすいものと言われている。
2 ｢ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ｣とは､問題行動等を起こす個々の少年に､複数の行政機関がﾁｰﾑで指導･支援を行う取組である｡



① 効果発現の状況

２

ア 不良行為少年への対応（目的:不良行為少年等の非行化防止、不良行為等の予防・防止）

地域によっては効
果を発現しつつある
と推測されるところ
もあるが、国全体と
しては効果を発現し
ていると推測できる
状況にはない。

ただし､刑法犯少
年・触法少年の検
挙・補導人員が16年、
17年と連続して減少
しており、改善の兆
しが表れていると推
測できる状況

指標：「刑法犯少年・触法少年（刑法）の検挙・補導人員」、「不良行為少年の補導人員（人口比）」

スポーツや音楽、ボ
ランティア活動などの
社会奉仕体験活動等に
打ち込める機会の提供
など少年の居場所の確
保により､不良行為の
段階で的確に対応する
こと

② 効果を発現させるための施策実施上の主な課題

（単位：人、％）

「居場所づくり」、「就労支援や学業支援」を重要とする者は、90％前後いるが、実現できていると回答
した者は10％未満と低調

＜不良行為少年の態様別補導人員＞

人口比(b)構成比人員数人口比 (a)人員数

671,175

1,367,351

平成17年

11.8

34.1

49.1

100.0

135.127.8307,112うち深夜はいかい

66.156.7885,775不良行為少年

平成12年
増▲減率（b/a-1）種 別

当省の実地調査結果：不良行為少年に対する居場所づくりが行われているのは、26都道府県中９県のみ

＜調査対象都道府県別の比較
（平成12年と17年）＞

刑法犯少年・触法少年（刑法）

の検挙・補導人員(人口比)

増加 12県（約46％）

減少 12県（約46％）

横ばい ２県（約８％）

・ 刑法犯少年・触法少年（刑法）の検挙・補導人員（人口比）は、平成13年から17年までの期間
を通じて12年よりも高い水準で推移しているが、16年以降減少し、12年と同水準まで改善。調査
対象26都道府県のうち約46％で増加

・ 不良行為少年の補導人員を態様別にみると｢深夜はいかい｣の割合が高く､大幅に増加

・ 当省のアンケート調査結果において、実務者は、少年非行防止のために居場所づくり等が重
要であるとしている一方で、それらの対策があまり実現できていないと認識

・ 不良行為少年に対する居場所づくりを行っている地域は多くない。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）警察庁データに基づき作成した。

＜不良行為少年の補導人員＞

（人口比）

総務省政策効果の把握の結果等

・ 不良行為少年の補導人員（人口比）は増加しているが、街頭補導活動が積極的に実施された結
果ともみられ､一概に判断できず。

(注）警察庁データに基づき作成した。

（人口比）

＜刑法犯少年・触法少年の検挙・補導人員＞
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① 効果発現の状況

３

イ いじめ・校内暴力に起因する非行の防止対策（目的:いじめ・校内暴力に起因する非行の予防、防止等）

国全体としては一定の効
果を発現していると推測で
きる状況にあるが、各指標
とも、平成16年以降増加し
ており、今後の動向に留意
することが必要。
また、昨今の一連のいじ

めによる自殺事件等を踏ま
えると、いじめ問題への取
組の一層の推進が強く求め
られる状況

指標：「いじめに起因する事件の検挙・補導人員」及び「校内暴力事件の検挙・補導人員」

・全校的ないじめの
把握、学校と家庭や
地域との連携を一層
推進すること

・いじめや暴力行為
が多発する中学校の
段階、特に中学１年
生になる段階におい
て的確に対応するこ
と

② 更に効果を発現させるための施策実施上の主な課題

（単位：人、％）

＜いじめに起因する事件の検挙・補導人員＞

＜学職別(平成17年）＞

＜校内暴力事件の検挙・補導人員＞

90.61,255うち中学生

100.01,385校内暴力事件

73.6240うち中学生

100.0326いじめに起因する事件

構成比人員数小中高別

＜学年別(平成17年度）＞

＜文部科学省の調査(平成17年度)＞

いじめの発見のきっかけ

・児童生徒・保護者からの訴え 68％

・学校側の発見 30％

いじめの問題に対する対応

・全校的な実態調査 36％

・学級通信等で、家庭との協力を図った 28％

・家庭や地域と協力して取り組む協議の場を設定 26％

（千件） （千人）

いじめの発生件数 暴力行為の加害児童生徒数

（人口比）

いじめに起因する事件及び校内暴力事件の検挙・補導人員（人口比）は、平成13年から
17年までの期間を通じて12年よりも低い水準で推移しているが､16年以降増加

・ いじめに起因する事件及び校内暴力事件の検挙・補導人員の大半を中学生が占め、また､文部科学省
の調査において、いじめの発生件数及び暴力行為の加害児童生徒数が中学１年生になる段階で急増

・ 文部科学省の調査において、いじめ発見のきっかけは、児童生徒・保護者からの情報が多数。しか
し、いじめ問題に関する全校的な実態調査の実施や保護者との協議の場の設定などの取組を行ってい
る学校が多いとはいえない。

（注）警察庁データに基づき作成した。 （注）警察庁データに基づき作成した。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）に基づき作成した。

（人口比）
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① 効果発現の状況

＜調査対象都道府県別の比較（平成12年と17年）＞

４

ウ 初発型非行の防止対策（目的:万引き、放置自転車盗などの初発型非行の予防、防止）

地域によっては効果を
発現しつつあると推測さ
れるところもあるが、国
全体としては効果を発現
していると推測できる状
況にはない。

ただし、平成16年以降
減少しており、今後の指
標の推移によるが、改善
の兆しが表れていると推
測できる状況

指標：初発型非行少年の検挙・補導人員

・中学生と高校生に対し
て規範意識を身に付けさ
せること

・万引き等をさせにくい
環境づくりを的確に推進
すること

② 効果を発現させるための施策実施上の主な課題

（単位：人、％）

（人口比）

＜初発型非行少年の検挙・補導人員＞

＜初発型非行少年の学生別検挙･補導人員(平成17年)＞

40.7

43,390

うち高校生

34.7100.0構 成 比

36,912106,476検挙･補導人員

うち中学生総数区 分

80.983.295.2絶対にやってはいけないこと

高校全体中学全体小学全体区 分

＜万引き犯罪に対する認識＞ （単位：％）

52.5115防犯ミラーの設置

60.7133監視カメラの設置

63.0138防犯ゲートの設置

86.8190店員への防犯教育

導入割合導入件数防犯対策の内容

＜店舗の防犯対策＞ n=219店舗 （単位：件、％）

初発型非行少年(触法少年を除く｡)の検挙人員
(人口比)

増加 17県（65％）

減少 ８県（31％）

横ばい １県（ 4％）

初発型非行少年の検挙・補導人員（人口比）は、平成13年から17年までの期間を通じて12年よ
りも高い水準で推移しているが、16年以降減少し、13年と同水準まで改善。また、初発型非行少

年（触法少年を除く。）の検挙人員（人口比）は、調査対象26都道府県のうち約65％で増加

・ 初発型非行少年の検挙・補導人員の大半(約75％)が中学生と高校生

・ 全国万引犯罪防止機構のアンケート調査結果において、小学生、中学生、高校生と高学年に

なるに従って規範意識が希薄化

・ 東京都の店舗の防犯対策の実施状況に係る調査結果において、店員の防犯教育の導入は進ん

でいるものの、防犯機器等の導入は必ずしも進んでいない。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）「万引に関する全国青少年意識調査」（平成18年3月特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構）に基づき作成した。

（注）「万引被害実態調査」（平成16年3月東京都）に基づき作成した。
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① 効果発現の状況

＜調査対象都道府県別の比較（平成12年と17年）＞

＜薬物乱用少年の薬物の種類別検挙･補導人員＞

５

エ 薬物乱用防止対策（目的:覚せい剤、麻薬、シンナー等、心身を害するおそれのある薬物乱用の防止）

国全体としては一
定の効果を発現して
いると推測できる状
況

指標：「薬物乱用少年の検挙・補導人員」

増加傾向にある大
麻・ＭＤＭＡ等錠剤
型合成麻薬の乱用防
止を推進すること

② 更に効果を発現させるための施策実施上の主な課題

（単位：人、％）

<薬物乱用対策に関する世論調査（内閣府）>

青少年の薬物乱用の原因や理由について、

「インターネットや携帯電話による密売により、青少年でも薬物を入手しやすくなっている」と回答した者が72％

＜薬物乱用少年の検挙・補導人員＞

薬物乱用少年(触法少年を除く｡)の検挙人
員(人口比)

26都道府県すべてで減少

（人口比）

薬物乱用少年の検挙・補導人員（人口比）は、平成13年から17年までの期間を通じて12年よりも

低い水準で推移しており、かつ、調査対象26都道府県すべてで減少

・ 薬物の種類別にみると、覚せい剤とシンナー等は減少しているが、大麻と麻薬・向精神薬（合成麻

薬等）が大幅に増加

・ 内閣府の世論調査において、インターネットや携帯電話による密売により青少年でも薬物を入手し

やすくなっている状況がうかがわれる。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）警察庁データに基づき作成した。

毒物及び劇物

麻 薬 及 び 向 精 神 薬

大 麻

覚 せ い 剤

うちシンナー

うちＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬

▲ 540.061,3940.133,478

▲ 590.071,6420.174,359

1,2000.0026630.00024

8000.0027640.00037

750.0071740.004102

▲ 500.024280.041,139

▲ 550.102,3080.225,607薬 物 乱 用 少 年

人口比 (b)人員数人口比 (a)人員数
増▲減率
(b/a-1)

17年平成12年
薬物の種類別

0.22

0.10

0.05

0.15

0.25
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① 効果発現の状況

＜再非行少年の前回処分別検挙人員＞

６

オ 再非行（再犯）の防止対策(目的:非行を犯した少年の立ち直り、再非行の防止)

国全体としては効果
を発現していると推測
できる状況にはない。

指標：「刑法犯少年・触法少年（刑法）の再犯者数」及び「再犯者率」

審判不開始・不処
分となった非行少年
や保護観察等が終了
した少年に対する学
習､就労等の機会の提
供など､地域社会にお
ける立ち直り支援を
的確に行うこと

② 効果を発現させるための施策実施上の主な課題

「居場所づくり」、「就労支援や学業支援」を重要とする者は、90％前後いるが、実現できていると回答した者

は10％未満と低調

＜刑法犯少年の再犯者数＞

県が警察、児童相談所等と連携して、少年審判、児童相談所入所等の措置を受けていない非行少年に対し、グ
ループ活動による立ち直り支援（料理教室、ロックバンド塾など）を実施し､再犯者数を減少させている例あり

（単位：人、％）

刑法犯少年の再犯者数（人口比）は、平成13年から17年までの期間を通じて12年よりも高

い水準で推移。全刑法犯少年に占める再犯少年の割合（再犯者率）は増加傾向

・ 再非行少年の前回処分別検挙人員の比較において､地域における立ち直り支援が必要であると考

えられる審判不開始、不処分とされた少年と保護観察終了者とが６割以上

・ 当省のアンケート調査結果において、実務者は、非行少年の立ち直りのために居場所づくり、

就労支援等が重要であるとしている一方で、それらの対策があまり実現できていないと認識

・ 調査対象都道府県の中には､審判不開始等の決定を受けた少年に対する立ち直り支援を行い､再

犯者数を減少させているものがみられるが､そのような取組を実施しているのは、26都道府県中９

県のみ

（注）警察庁データに基づき作成した。

（注）警察庁データに基づき作成した。

（人口比）

28.32.8662.622,2542.2319,727小 計

うち保護観察終了

うち不処分

うち審判不開始 33.11.8540.514,4011.3912,304

0.00.5512.14,2910.554,896

58.60.4610.03,5620.292,527

15.74.56100.035,5103.9434,908総 数

人口比 (b)構成比検挙人数人口比 (a)検挙人数

増▲減率

(b/a-1)

17年平成12年
前回処分

＜刑法犯少年の再犯者率＞

（%）

（注）警察庁データに基づき作成した。
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30.0
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７

国全体としては効果を発現していると推測できる状況にはないものが３施策群（不良行為少年への対応、初発型非行に関する対策、

再非行（再犯）の防止対策）あるが､ ３都道府県では､３施策群の指標とも顕著に減少

当該３都道府県の施策の取組状況をみると、共通して、

① 県の知事部局や警察が中心となり、国の地方支分部局を含

む関係機関や地域との連携の下で、万引防止対策や立ち直り

支援を強化して実施

② 重点地域を指定し、非行対策を集中的に実施

県単位での総合的かつ集中的な取組を実施=
このことが、全体として非行少年を減少させている

要因であることがうかがわれる。

＜３都道府県の指標の変化＞ （単位：人、％）

都道府県における効果的な取組事例

（注）当省の調査結果による。

▲17.96.47.8▲15.914.317.0▲18.16.88.3Ｃ県

▲ 7.97.07.6▲ 4.315.416.1▲13.67.08.1Ｂ県

▲18.22.73.3▲33.18.913.3▲34.44.06.1Ａ県

19.15.64.722.314.812.16.86.35.9全国

増▲減率
(f/e-1)

16年
(f)

12年
(e)

増▲減率
(d/c-1)

16年
(d)

12年
(c)

増▲減率
(b/a-1)

16年
(b)

平成12年
(a)

刑法犯少年再犯者数（人口比）初発型非行少年の検挙人員（人口比）刑法犯少年・触法少年の検挙・補導人員（人口比）
都道府県

関係府省によるフォローアップ等の実施状況
・ 関係５府省における少年の非行対策に係る個別施策として、６施策群に該当するものは87施策
・ 当該87施策について、目的・目標の設定状況、その達成状況を図るための関係指標の設定状況、関係指標の動向に基づいたフォ

ローアップの実施状況を把握・分析

63 （ 72.4）

4 ( 50.0）

12 （ 80.0）

9 (100.0）

10 （ 62.5）

5 ( 83.3）

23 （ 69.7）

目的・目標の設定数 (b)
（設定率(b/a)）

87

8

15

9

16

6

33

関係施策数
(a)

53 （ 60.9）57 （ 65.5）計

4 ( 50.0）4 ( 50.0）サポートチームによる連携

12 （ 80.0）12 （ 80.0）再非行（再犯）の防止対策

9 （100.0）9 （100.0）薬物乱用防止対策

6 （ 37.5）8 （ 50.0）初発型非行の防止対策

5 ( 83.3）5 ( 83.3）いじめ・校内暴力に起因する非行の防止対策

17 （ 51.5）19 （ 57.6）不良行為少年への対応

関係指標によるフォローアップの実施施策数 (d)
（実施率(d/a)）

関係指標の設定数 (c)
（設定率(c/a)）施策群名

（単位：施策、％）

（注） 関係５府省から報告のあった「少年非行対策に係る各府省の施策」、関係５府省の「政策評価書」等に基づき、当省が作成した。

フォローアップの実施率が100％の薬物乱用防止対策を除き、その実施率は約４割から約８割となっており、全体的にみて、
少年の非行対策が効果的に実施されるための取組が不十分な状況

＜６施策群別の少年の非行対策に関する目的・目標や関係指標の設定状況、フォローアップの実施状況＞



評価の結果及び意見

８

○ 施策群の単位でみると、国全体として効果を発現していると推測できる状況にはないものが３施策群（不良行為少年へ

の対応、初発型非行の防止対策及び再非行（再犯）の防止対策）、一定の効果を発現していると推測できる状況にあるも

のが２施策群（いじめ・校内暴力に起因する非行の防止対策及び薬物乱用防止対策）あるが、いずれにおいても施策実施

上の課題がみられる。
なお、不良行為少年への対応及び初発型非行の防止対策の各指標については近年改善の兆しがうかがわれる一方、いじめ・校内暴力に起因する

非行の防止対策の指標については近年連続して増加しており、今後の動向に留意する必要がある。また、昨今の一連のいじめによる自殺事件等を

踏まえると、いじめの問題への取組の一層の推進が強く求められる状況にある。

○ 関係５府省において、個別施策の単位や一定の単位で施策のフォローアップが行われているものの、薬物乱用防止対策

を除き、必ずしも高い実施率とはなっておらず、全体的なフォローアップとして不十分な状況がみられる。

評価の結果

関係５府省においては、青少年育成推進本部等の下、引き続き少年の非行対策を総合的、効果的に推進するとともに、

特に次の取組を推進する必要がある。
○ 国全体として効果を発現していると推測できる状況にはない３施策群にあっては､特に次の課題への取組を強化する
とともに､効果を上げている取組事例に関する情報提供などにより、地域の関係機関の連携の下、地域社会と一体とな
って総合的かつ集中的に施策が実施されるよう必要な支援を行うこと。

○ また、国全体としては一定の効果を発現していると推測できる状況にある２施策群にあっては、更に効果を発現さ
せる観点から、特に次の課題への取組を強化すること。

○ 施策の目的・目標、その達成状況を測るための指標を整理した上で、関係指標の動向等に基づき、施策のフォロー
アップを行うとともに定期的に見直すこと｡

意 見

総務省

① いじめ・校内暴力に起因する・ 全校的ないじめの把握、学校と家庭・地域との連携の一層の推進
非行の防止対策 ・ いじめや暴力行為が多発する中学校の段階、特に中学１年生になる段階における対応

② 薬物乱用防止対策 ・ 増加傾向にある大麻やＭＤＭＡ等錠剤型合成麻薬の乱用防止

① 不良行為少年への対応 ・ スポーツや音楽、ボランティア活動などの社会奉仕体験活動等に打ち込める機会の提供など少
年の居場所の確保

② 初発型非行の防止対策 ・ 中学生、高校生のそれぞれの段階において、警察、店舗の協力を得て、万引き等が犯罪である
との認識を深めさせ、それらの行為を思いとどまるという規範意識を身に付けさせること

・ 店舗の防犯対策など万引き等をさせにくい環境づくり
③ 再非行（再犯）の防止対策 ・ 審判不開始・不処分となった非行少年や保護観察等が終了した者に対する学習、就労等の機会

の提供など地域社会における立ち直り支援

課

題

課

題
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